
議案第７９号  

 

専決処分の承認について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。  

 

平成２９年１２月４日  

 

提出者  瑞穂町長  杉  浦  裕  之  

 



専  決  処  分  書  

 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

第１７９条第１項の規定により専決処分する。  

 

 

 

 平成２９年度瑞穂町一般会計補正予算（第３号）  

 

 

 

平成２９年９月２９日  

 

 

 

瑞穂町長   杉  浦  裕  之  



 

 

 平成２９年度瑞穂町一般会計補正予算（第３号） 

 

 平成２９年度瑞穂町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，９９４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，７４３，９５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 平成２９年９月２９日専決 

 

   瑞穂町長 杉 浦 裕 之 





















２ 一 般 職

（１） 総 括

（２） 給料及び職員手当の増減額の明細 

区 分

1,222

補正前

比 較

202 806,975

超過勤務手当

退 職
手 当
負担金

児 童
手 当

補正後 20,712 25,415 9,898

扶 養
手 当

管理職
手 当

86,681

区 分 職員数

806,975

報  酬 給  料

202

千円

給  料

 人

補正後

1164,785

20,712 25,415

職員手当
の 内 訳

1,222 1,222

1,222

区  分 増 減 額

比 較

その他の増その他の増分

補正前

千円千円

増減事由別内訳

計

1,506,667

千円

職員手当

699,692

千円

共 済 費

262,773

千円

135,11711,485

1,505,445 262,773

千円 千円

住 居
手 当

通 勤
手 当

135,117

特 殊
勤 務
手 当

千円 千円 千円 千円

期末・
勤 勉
手 当

353,559

千円

備     考説     明

11,485353,559

備 考合  計

1,769,440

1,768,218

千円

職員手当

50,702 9,898 4,785 116

86,681 51,924

1,222

給      与      費

1,222

千円

千円 千円 千円 千円

地 域
手 当

698,470

超 過
勤 務
手 当

1,222
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